
兵庫県警察教養規程        

平成 20年５月９日 

本部訓令第 13 号 

 

第１章 総則  

（趣旨） 

第１条 この規程は、兵庫県警察教養規則（平成 19 年兵庫県公安委員会規則第１号。以下「規

則」という。）第４条の規定に基づき、警察職員に対する警察教養（以下「教養」とい

う。）の実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

（教養の実施） 

第２条 教養は、兵庫県警察学校（以下「県学校」という。）その他の教育訓練施設及び職場

において行うものとする。 

２ 県学校その他の教育訓練施設における教養（以下「学校教養」という。）は、警察職員が

採用されたときその他一定期間職場を離れて集中的に教養を行うことが必要と認められると

きに行うものとする。 

３ 職場における教養（以下「職場教養」という。）は、警察職員が職務を遂行しながら修得

すべき内容について、日常的に行うものとする。 

４ 学校教養と職場教養は、それぞれの特性をいかし、かつ、両者を適切に関連付け、全体と

して計画的に実施するものとする。 

（教養実施計画） 

第３条 警察本部長（以下「本部長」という。）は、規則第２条の教養実施計画には、翌年度

に行う教養の基本方針及び実施時期その他の教養の実施に関して必要な事項を定めるものと

する。 

（部長の責務） 

第４条 警務部長は、教養の充実と円滑な推進を図るため、教養の総合的な企画、指導及び調

整を行わなければならない。 

２ 各部長は、警務部長の教養推進に協力するとともに、教養の実効を上げるため、所管事務

に関する企画、指導及び調整を行わなければならない。 

（所属長の責務） 

第５条 警察本部（以下「本部」という。）の所属長（サイバーセキュリティ・捜査高度化セ

ンター（以下「サイバーセンター」という。以下同じ。）の所属長を含む。以下同じ。）

は、警察職員に対し、その所管事務について、適切かつ効果的な教養を行わなければならな

い。 

２ 所属長は、所属職員に対し、必要な学校教養の課程を修めさせるとともに、常に職場教養

を行わなければならない。 

（教養事務担当者） 

第６条 所属に教養事務担当者を置く。 

２ 教養事務担当者は、本部の所属（サイバーセンターの所属及び警察学校を含む。以下同

じ。）にあっては次席、副隊長又は副校長とし、警察署にあっては副署長又は次長とする。 



３ 教養事務担当者は、次に掲げる事項の教養実態を把握し、所属長を補佐しなければならな

い。 

(1) 所属職員の教養履修状況及び研修希望 

(2) 職場教養の推進状況 

(3) 教養推進上の問題点 

（警察職員の心構え） 

第７条 警察職員は、教養を通じて、職務倫理を保持し、及び適正に職務を遂行する能力を養

うとともに、常に自己啓発に努めなければならない。 

第２章 学校教養  

（入校者の決定等） 

第８条 入校者は、所属長が、教養目的、所属職員の実務経験、適性、教養履歴等を踏まえて

推薦した者の中から決定するものとする。 

２ 警務部教養課長（以下「教養課長」という。）は、入校に関する事務を総括するととも

に、必要な記録を整備し、管理するものとする。 

（学校教養実施上の配意事項） 

第９条 学校教養は、次に掲げる事項に配意し、これを実施しなければならない。 

(1) 資質及び能力に優れた者を教官に任用し、効果的かつ効率的な教育訓練を行わせるこ

と。 

(2) 各課程の教授内容に応じ、学識経験者、司法関係者その他の部外の有識者を講師として

招へいすること。 

(3) 視聴覚教材その他の教材を活用し、実際の事例又は想定事例に関する討議等による演習

を行う等効果的かつ効率的な方法により教育訓練を行うこと。 

（学校教養の課程） 

第 10 条 県学校においては、次に掲げる課程を行うものとする。 

(1) 初任科 

(2) 初任補修科 

(3) 一般職員初任科 

(4) 部門別任用科 

(5) 専科 

(6) 巡査部長任用科 

(7) 警部補任用科 

(8) 主任任用科 

(9) 係長任用科 

（初任科） 

第 11 条 初任科は、新たに採用した巡査に対し、警察官として必要である基礎的な知識及び技

能の修得並びに体力及び気力の錬成を図るために行う。 

２ 初任科の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

（初任補修科） 

第 12 条 初任補修科は、職場実習を修了した巡査に対し、初任科及び職場実習において修得し

た知識及び技能を深め、並びに体力及び気力を一層充実させるために行う。 



２ 初任補修科の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

（一般職員初任科） 

第 13 条 一般職員初任科は、新たに採用した巡査相当職にある一般職員に対し、基礎的な知識

及び技能を修得させるために行う。 

（部門別任用科） 

第 14 条 部門別任用科は、各部門に新たに任用する予定である、又は新たに任用して間がない

巡査部長又は巡査に対し、当該部門の職務に必要とされる基礎的な知識及び技能を修得させ

るために行う。 

（専科） 

第 15 条 専科は、警部補以下の階級にある警察官及び警部補相当職以下の職にある一般職員に

対し、特定の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させるために行う。 

（巡査部長任用科） 

第 16 条 巡査部長任用科は、巡査部長に昇任し、又は昇任が予定されている警察官（近畿管区

警察学校の巡査部長任用科の課程を履修する者を除く。）に対し、その職務に必要な知識及

び技能を修得させるために行う。 

（警部補任用科） 

第 17 条 警部補任用科は、警部補に昇任し、又は昇任が予定されている警察官（近畿管区警察

学校の警部補任用科の課程を履修する者を除く。）に対し、その職務に必要な知識及び技能

を修得させるために行う。 

（主任任用科） 

第 18 条 主任任用科は、主任その他の巡査部長相当職に昇任し、又は昇任が予定されている一

般職員（近畿管区警察学校の主任任用科の課程を履修する者を除く。）に対し、その職務に

必要な知識及び技能を修得させるために行う。 

（係長任用科） 

第 19 条 係長任用科は、係長その他の警部補相当職に昇任し、又は昇任が予定されている一般

職員（近畿管区警察学校の係長任用科の課程を履修する者を除く。）に対し、その職務に必

要な知識及び技能を修得させるために行う。 

（教授細目等の策定） 

第 20 条 警察学校長（以下「学校長」という。）は、警察庁長官が定める教授科目を基準とし

て、初任科、初任補修科及び一般職員初任科（以下「初任課程」という。）の教授細目を定

めなければならない。 

２ 教養課長は、警察庁長官が定める教授科目を基準として、巡査部長任用科、警部補任用

科、主任任用科及び係長任用科（以下「任用課程」という。）の教授細目並びに部門別任用

科及び専科の教科課程の基準を定めなければならない。 

３ 前２項の規定に基づいて教授細目及び教科課程の基準を定めた場合は、本部長の承認を得

るものとする。 

（教授内容の策定） 

第 21 条 学校長は、前条第１項に規定する教授細目等に基づき、初任課程の各授業における教

授内容を定めなければならない。 



２ 教養課長は、前条第２項に規定する教授細目等に基づき、任用課程の各授業における教授

内容を定めなければならない。 

３ 部門別任用科又は専科を行う本部の所属長（以下「部門別任用科等主管所属長」とい

う。）は、前条第２項に規定する教科課程の基準等に基づき、主管する部門別任用科又は専

科の各授業における教授内容を定めなければならない。 

４ 前３項の規定に基づいて教授内容を定めるに当たっては、次に掲げる事項に配意しなけれ

ばならない。 

(1) 入校する学生の階級又は職に応じ、職務を適正に遂行するために必要な実戦的な事項を

教授内容とすること。 

(2) 他の課程の教授内容との重複を避けること。 

(3) 試験その他の方法により、それぞれの課程における教養の効果を測定し、その結果を教

授内容に反映させること。 

（部門別任用科等における講師の選任等） 

第 22 条 部門別任用科等主管所属長は、主管する部門別任用科又は専科の各授業における講師

を所属の実務経験が豊富な適格者から選任するものとする。ただし、これにより難いとき

は、部門別任用科等主管所属長は、おおむね１箇月前までに他の所属長に講師の派遣を要請

し、派遣された者を講師として選任することができる。 

２ 部門別任用科等主管所属長は、前項の規定により講師を選任したときは、その者に対し、

教授内容について、必要な指導を行うとともに、学習指導案（様式第１号）を作成させるも

のとする。 

（入校中の研修） 

第 23 条 学校長は、県学校における学校教養を効果的に行うため、学生を所属又は必要な場所

に派遣して、実務に関する研修を行わせることができる。 

（学校長の報告） 

第 24 条 学校長は、県学校における入校、卒業（修了）、退校等に関する状況を、随時、本部

長に報告するものとする。 

（資料の整備等） 

第 25 条 学校長は、学生の成績、生活指導事項等教養推進上参考となる資料を整備し、保管し

なければならない。 

２ 学校長は、初任課程が終了したときは、初任課程における成績等を、その者が所属する所

属の長に通知しなければならない。 

（受託学生） 

第 26 条 県学校においては、他の官公庁から委託された公務員を学生として入校させることが

できる。 

（退校処分等） 

第 27 条 学校長は、入校中に成業の見込みがないと認める学生（初任科又は一般職員初任科の

課程に入校した学生を除く。）に対し、退校の処分を行うことができる。 

２ 学校長は、県学校の規律を乱す等学生としてふさわしくない非行があった学生に対し、情

状により、退校、謹慎又は訓戒の処分を行うことができる。ただし、退校の処分にあって

は、初任科及び一般職員初任科の学生を除く。 



３ 学校長は、前２項の規定により退校の処分を行ったときは、速やかに当該処分を受けた学

生が所属する所属（前条の規定により入校させた学生に当該処分を行った場合にあっては、

当該学生が所属する官公庁）の長に理由を付して通知しなければならない。 

（学校長への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、県学校における学校教養の実施に関して必要な事項は、

学校長が定める。 

第３章 職場教養  

（職場教養実施上の配意事項） 

第 29 条 職場教養は、次に掲げる事項に配意し、これを実施しなければならない。 

(1) 職務を適正に遂行するための能力を向上させるため、業務の内容及び職場の状況に応じ

た適切な内容とすること。 

(2) 総合的な見地から、職場の状況に応じた当面の重要度及び学校教養との有機的な連携に

配意して計画的に行うこと。 

（職場教養推進委員会の設置） 

第 30 条 所属に、職場教養を組織的かつ計画的に推進するため、職場教養推進委員会を置く。 

２ 職場教養推進委員会の設置及び運営に関して必要な事項は、別に定める。 

（個人指導） 

第 31 条 所属長は、職場において、所属職員に対する個人指導を自ら行い、又は所属職員のう

ち上級の地位にある者にこれを行わせるものとする。 

２ 個人指導を行うに当たっては、所属職員の能力及び特性等に応じ、職場教養の効果が上が

るように配意し、仕事を割り当て、及び目標を設定し、並びに当該職員の職務遂行の状況に

応じ、具体的な指導を行うよう努めるものとする。 

（年間教養実施計画） 

第 32 条 所属長は、職場教養に関する年間教養実施計画（様式第３号）を策定しなければなら

ない。 

（月間教養実施計画） 

第 33 条 所属長は、前条の年間教養実施計画に基づき、月間教養実施計画を策定しなければな

らない。 

２ 所属長は、毎月の教養の実施状況を、教養実施結果報告書（様式第４号）により、翌月の

10 日までに警務部長に報告（警務部教養課経由。以下同じ。）をするものとする。 

（資料配布） 

第 34 条 所属長は、必要に応じ、職場教養の効果を有するマニュアルその他の教養資料を作成

し、所属職員に配布するものとする。 

（会議） 

第 35 条 所属長は、会議においては、明確な指示及び伝達により、職務遂行上必要な情報及び

方針を具体的に示すとともに、出席者の積極的な意見、提案等が仕事にいかされるようにす

ることにより、当該出席者の自己啓発を促し、職務に意欲的に取り組めるよう配意するもの

とする。 

（職場実習） 



第 36 条 警察署長（以下「署長」という。）は、初任科を修了して配置された巡査に対し、指

導員を付して職場実習を行わなければならない。 

２ 職場実習の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

（実戦実習） 

第 37 条 署長は、初任補修科を修了した巡査に対し、指導員を付して実戦実習を行わなければ

ならない。 

２ 実戦実習の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

（実務研修） 

第 38 条 所属長は、必要に応じ、所属職員を他の職場に派遣し、派遣先の職場における職務遂

行を通じて、捜査実務能力、行政実務能力その他の専門的な能力を向上させるよう努めるも

のとする。 

（術科訓練） 

第 39 条 所属長は、所属職員の職務執行に必要な術科（点検、礼式、教練、総合対処法、逮捕

術、拳銃操法、柔道、剣道、空手道、救急法（水上安全法を含む。以下同じ。）及び体育を

いう。以下同じ。）の技能の向上並びに気力及び体力の錬成を図るため、術科の訓練（以下

「術科訓練」という。）を積極的に行うものとする。 

２ 所属長は、術科訓練のうち、総合対処法、逮捕術、拳銃操法、柔道、剣道、空手道又は救

急法の訓練を実施するに当たっては、現場執行力の強化、受傷事故の防止等を推進するた

め、現場において職権行使に当たる警察官に対する実戦的な術科訓練となるように配意する

とともに、対象者の年齢、技量等を勘案し実効を期す計画的な訓練の実施に努めなければな

らない。 

３ 警察官は、術科訓練の目的、必要性等をよく理解し、これに積極的に取り組まなければな

らない。 

（安全管理・術科の指導者） 

第 40 条 所属長は、術科訓練に伴う受傷事故等を防止するため、安全管理を徹底しなければな

らない。 

２ 所属長は、術科を指導する者を指定し、術科訓練をする場合の安全管理及び術科の技術指

導に当たらせるものとする。 

３ 安全管理の推進及び術科の指導者の運用に関して必要な事項は、別に定める。 

（巡回教養） 

第 41 条 本部の所属長は、所管事務に関する教養を効果的に行うため、必要に応じ、所属職員

を講師として他の所属に派遣しての教養（以下「巡回教養」という。）を行うものとする。 

２ 所属長は、所属職員に対し、巡回教養を受けさせるため、署長にあってはおおむね２箇月

に１回、署長以外の所属長にあっては必要があると認めるときに巡回教養の計画案を策定

し、巡回教養を計画している月の前月 15 日までに、当該巡回教養の要請を、当該教養を主管

する本部の所属の長に行うものとする。 

３ 本部の所属長は、自ら又は前項の規定による要請に基づき巡回教養を行うときは、教養対

象の所属の長と協議の上、巡回教養の実施案を策定し、毎月 20 日までに警務部長に報告をす

るものとする。この場合において、本部の所属長は当該報告を自所属が所属する部の庶務担



当課長（サイバーセンターの所属長にあってはサイバーセンターの庶務担当課長）を経由し

て行うものとする。 

４ 警務部長は、前項の巡回教養の実施案に基づき、必要な調整を行い、毎月 25 日までに翌月

の巡回教養実施計画を策定するものとする。 

（講習等） 

第 42 条 本部の所属長は、巡回教養では修得させることが困難な所管事務に関する知識、技能

等について、講習、研修又は委託教養（以下「講習等」という。）を行うものとする。 

２ 本部の所属長は、翌年度の講習等の実施案を、毎年 12 月 20 日までに警務部長に報告をす

るものとする。 

（本部教養資料） 

第 43 条 本部の所属長は、教養を効果的に行うため、執務上参考となる事項について、教養資

料を発行するものとする。 

２ 本部の所属長は、教養資料を発行したときは、教養資料送付票（様式第５号）により、警

務部長に報告をするものとする。 

（視聴覚教材の制作） 

第 44 条 本部の所属長は、所管事務に関する教養重点及び教養対象に対応した視聴覚教材の開

発・制作に努めるものとする。 

２ 本部の所属長は、視聴覚教材を制作し、又は購入したときは、視聴覚教材登録票（様式第

６号）により、警務部長に報告をするものとする。 

（教養文庫） 

第 45 条 本部に、警察職員の教養に資するため、兵庫県警察教養文庫を設置する。 

２ 兵庫県警察教養文庫の管理及び運営に関して必要な事項は、教養課長が定める。 

（教養効果の測定） 

第 46 条 本部長は、自発的な研修意欲を促すとともに、教養効果を測定するため、毎年１回以

上、警察職員の全部又は一部を対象に、考査、検定又は審査を行うものとする。 

２ 検定又は審査は次に掲げるものとし、これらの実施に関して必要な事項は、別に定める。 

(1) 拳銃操法技能検定 

(2) 救急法技能検定 

(3) 逮捕術技能検定 

(4) 柔剣道段級位審査 

(5) 体力検定 

(6) 捜査書類作成能力検定 

(7) 鑑識技能検定 

(8) 情報処理能力検定 

(9) サイバー犯罪等対処能力検定 

３ 本部長は、第１項に規定するもののほか、教養効果を測定するため、コンクール等を行う

ことができる。 

（術科大会） 

第 47 条 本部長は、毎年、所属対抗等による逮捕術、拳銃射撃、柔道、剣道及び駅伝競走（以

下「術科大会種目」という。）の県下大会を行うものとする。 



２ 署長は、術科大会種目について、ブロック内所属間又はその他の所属間の大会又は試合を

行うことができる。 

３ 署長は、毎年１回以上、術科大会種目について、所属内で大会を行うよう努めるものとす

る。 

（特別訓練） 

第 48 条 本部長は、優れた技能を有する指導者を養成するため、警察職員の中から適格者を選

任し、術科の特別訓練を行うことができる。 

（教養訓練簿への記録等） 

第 49 条 所属長は、職場教養を行うときは、出欠簿等によりその出席者等を把握するととも

に、教養訓練簿（様式第７号）によりその内容を記録しておくものとする。 

２ 所属長は、職場教養の欠席者に対しては、当該教養の内容を具体的に伝達し、特に、術科

訓練の欠席者に対しては、別に術科訓練を行う等その補完措置を講じなければならない。 

（効果的施策等の報告） 

第 50 条 所属長は、教養に係る施策のうち、その効果が顕著と認められるもの又は職場教養推

進上参考となるものがあったときは、その都度、警務部長に報告をするものとする。 

２ 所属長は、警察職員が術科を活用した場合において、術科訓練推進上参考となるものがあ

ったときは、その都度、術科活用事例報告書（様式第８号）により、警務部長に報告をする

ものとする。 

附 則 

この訓令は、平成 20 年５月９日から施行する。 

附 則  （平成 21 年３月 31 日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則  （平成 27 年３月 13 日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成 27 年３月 20 日から施行する。 

附 則  （平成 28 年 10 月 17 日本部訓令第 22 号） 

この訓令は、平成 28 年 11 月１日から施行する。 

附 則  （令和２年８月 26 日本部訓令第 29 号） 

この訓令は、令和２年９月１日から施行する。 

附 則  （令和３年３月 31 日本部訓令第 16 号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則  （令和４年６月 30 日本部訓令第 12 号） 

この訓令は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則  （令和５年２月 15 日本部訓令第３号） 

この訓令は、令和５年２月 15 日から施行する。 

附 則  （令和５年３月 15 日本部訓令第 11 号） 

この訓令は、令和５年３月 24 日から施行する。 

附 則  （令和５年 9 月 26 日本部訓令第 26 号） 

この訓令は、令和５年９月 29 日から施行する。〔以下略〕 



様式第１号（第22条関係）

分 類 記 号

保 存 期 限 ． ．

学 習 指 導 案

担 当 者 所属 係 氏名

教養の名称

教養対象者 警部補 人 巡査部長 人 巡査長 人 一般職員 人 合計 人

教 養 科 目

教 養 主 題

教養の方法

教 養 目 標

（ 重 点 ）

教養内容の

要 旨

事 前 指 示 事 項

準 備 準 備 資 機 材

配 付 資 料

備 考



様式第３号（第32条関係）

年 間 教 養 実 施 計 画 （ 年 ）

月 教 養 重 点 教養対象 推 進 施 策 教養方法 巡回教養

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

10 月

11 月

12 月

「 」 、 、 。注 １ 教養重点 欄は 所属の業務推進計画等に基づき 月別推進重点を記載すること

２ 「推進施策」欄は、教養重点に対する具体的な実施事項を記載すること。

３ 「巡回教養」欄は、要請する本部の所属名を記載すること。



様式第４号（第33条関係）

分 類 記 号

保 存 期 限 　．　．　

　警　務　部　長　殿

　（教　養　課）

長　

項 目 回数等 人　員

そ の 他 の 施 策

教 養 実 施 結 果 報 告 書 （ 月 中 ）

　　　発第　　　号

年　　月　　日

教 養 内 容 等

視 聴 覚 教 養

巡 回 教 養

部 外 講 話

事 例 検 討 会

教 養 資 料 の 発 行



様式第５号（第43条関係）

分 類 記 号

． ．保 存 期 限

発第 号

年 月 日

警 務 部 長 殿

（教 養 課）

所属長

年 月 日

※ 登 録 教 養 資 料 送 付 票

部第 号

資 料 名

作成年月日 年 月 日 □ 定期 □ その他

作

教 養 対 象

成

部 数

本 部

配

警 察 署

布

そ の 他

備 考

注 １ 「備考」欄は、管理運用上の参考事項を記載すること。

２ 「※登録」欄は、教養課において記載すること。



様式第６号（第44条関係）

分 類 記 号

． ．保 存 期 限

発第 号

年 月 日

警 務 部 長 殿

（教 養 課）

所属長

年 月 日

※ 登 録 視 聴 覚 教 材 登 録 票

第 号

教 材 の 種 別 □映画 □ビデオ □その他（ ）

題 名

区 別

規

巻 数

格

所 要 時 間

作 製 作 者

成

・ 年 月 日

購

入 費 用

教 養 対 象

及 び 内 容

注 「※登録」欄は、教養課において記載すること。



様式第７号（第49条関係）

分 類 記 号

． ．保 存 期 限

所 属 長 次 席 等 補佐(課長)

教 養 訓 練 簿

月 日 実施区分 教養時間 対象・人員 教 養 内 容 実 施 者

注 図上訓練及び術科訓練の実施状況についても記載すること。



様式第８号（第50条関係）

警　務　部　長　 殿

（教　養　課）

分 類 記 号

保 存 期 限

術 科 活 用 事 例 報 告 書

所 属

活 用 者

種 目

場 所

日 時

逮 捕 術

拳 銃

発第　　号

年　　月　　日

空 手 道

救 急 法

術 技

段級位

柔 道

剣 道

長　

参 考 事 例

被 活 用 者

事 例 の
概 要

生 年 月 日

住 所

氏 名

階 級 氏 名

生 年 月 日

採用年月日


